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1． はじめに 
(1)研究の目的と背景 
大阪府堺市では市内中央部を東西につなぐ全

長 8.3kmの LRTが計画されている。現在、堺市
の公共交通は南北中心であり、東西への公共交通

に関してはバスのみである。しかもそのバスのバ

リアフリー化が非常に遅れている。そのことによ

り、高齢者や障害を持つ人が市内を移動する際に

は、かなりの不自由を有する。これは鉄軌道に関

しても同じことが言え、早急な対応が求められる

ところである。 
昨年、堺市は旧美原町との合併を果たし、政令

指定都市への移行を果たした。しかしながら、そ

の美原区と堺市の主要地域とのアクセス環境は

非常に悪い。そこで、高齢者やハンディキャップ

を持つ人々の交通行動に関するアンケートを基

に、バリアフリーや交通権に注目し、堺市の経済

発展の可能性を考察する。 
 

(2)交通権の概念 
 交通権とは、交通機関を使って自由に移動でき

る権利であり、移動の自由とも言われている。国

によっては移動の自由が憲法で明記されている。

また、平成 17 年に高齢者、身体障害者等の公共
交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律（通称、交通バリアフリー法。以下交通バ

リアフリー法）が施行され、特に高齢者や身体障

がいを持つ人の交通移動の円滑化が促進されな

ければならないが、施行後 2年が経とうとした現
在でも、決して進んでいるとは言い難い。 
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交通権の確保、すなわち移動手段が整備される

ことは、移動が制限されたり、困難な人々の就労、

買い物、旅行などの外出機会の創出・増加につな

がり、また地域社会の活性化、税収の増加にもつ

ながり、日常不可欠な最低レベルの移動を保障し

なければならない。 
 高齢者及び、障がいを持つ人に関する交通政

策の先進国として位置づけられる欧米諸国では、

高齢者や障がいを持つ人が交通権の侵害によっ

て社会参加ができない状況は、法的に差別として

きた背景があり、中でもアメリカにおいてはADA
法(障がいを持つアメリカ国民法)のもと、公共機
関の様々なサービスを障がいを持つ人に対して

も平等に取り扱わなければならないとされてい

いる。 
 
２．堺市におけるバリアフリー調査 
(1)駅構内のバリアフリー状況 
日本は今、高齢化社会という大きな転換期を迎

えている。周知の通り急速に高齢化が加速してお

り、障がいを持った人々を含めたバリアフリー化

が急がれている。下表(表 1)は、堺市内の JR、及
び南海高野線・本線におけるバリアフリー達成度

を調査したものである。 
 
(表 1)堺市内の構内エレベータ設置調査 
 駅数 エレベータ 

設置駅数 
達成率 

 
JR阪和線 7 2 28.5% 
南海高野線 9 3 33.3% 
南海本線 6 4 66.7% 
泉北高速鉄道 4 4 100% 
合計 26 13 50.0% 
※ 地下鉄御堂筋線なかもず～北花田間は大阪市が運営してい

るためカウントしない。(筆者が平成 19年 3月に調査) 

 

 



泉北高速鉄道は全駅高架駅であり、当然ながら

エレベータが設置されている。また南海本線に関

しても高架化が勧められているため、達成率は高

い。しかしながら、JR 阪和線及び南海高野線に
おいては、依然バリアフリー化は進んでいない。 
 
(表 2)乗降者数別エレベータ設置調査 1) 
 該当数 達成数 達成率 
5000人未満 4 0 0% 
5001人～10000人 8 2 25％ 
10001人～20000人 3 3 100% 
20001人～30000人 5 3 60% 
30001人～40000人 4 3 75% 
40001人以上 2 2 100％ 
合計 26 13 50％ 

 
 
 
表 2は、乗降者数別に見たバリアフリー調査で
ある。10000人以上の利用者がいる駅でのバリア
フリー達成率は全体の割合より高いことがわ 

かる。しかしながら、利用者が多い駅でバリアフ

リー化が完了したからといって、それでバリアフ

リー化が進んだということは一概に言えない。そ

れはそのバリアフリーが点でしかすぎないから

である。バリアフリーは線となって初めて達せら

れるものである。移動の格差、いわゆるトラフィ

ック･デバイドは確かに少数派である。もちろん

利用者が多い駅や施設では、より利用しやすく改

善することも重要であるが、利用者の数に関わら

ず、市民が何の不都合もなく移動できるようにし

なければならないのではないかと考える。 
 

(2)堺市民の施設に対する意識 
表 3は、平成 16年度に実施された堺市の市民
意識調査を抜粋しまとめたもので、市民が日常生

活に不便を感じる施設についてのアンケート結

果である。 
堺市全体においては防犯灯・街灯、歩道、交番・

派出所の順に不便を感じる人が多いことがわか

る。注目したいのは、東区域、西区域、北区域の

第 3 位に挙げられている「駅等のスロープ･エレ
ベータ」と、美原区域の第 1位に挙げられている
「鉄道の駅」であろう。 
 
 
 

(表 3)区域別 不便を感じる施設(上位 3項目)2) 
 第 1位 第 2位 第 3位 

堺区域 
防犯灯 
街灯 

交番 
派出所 

災害時の 
避難場所 

中区域 歩道 
防犯灯 
街灯 

自転車道 

東区域 歩道 自転車道 
駅等のスロープ･

エレベータ 

西区域 
防犯灯 
街灯 

歩道 
駅等のスロープ･

エレベータ 

南区域 
防犯灯 
街灯 

交番 
派出所 

交通安全施設 

北区域 
防犯灯 
街灯 

交番 
派出所 

駅等のスロープ･

エレベータ 

美原区域 鉄道の駅 
防犯灯 
街灯 

歩道 

堺市全体 
防犯灯 
街灯 歩道 

交番 
派出所 

 
 まず、「駅等のスロープ・エレベータ」に関し

てであるが、東区、西区、北区にある 11 駅のう
ちバリアフリー化がなされているのはわずか 4駅
にすぎず、この 3つの区の住民は、早急な駅等の
公共機関のバリアフリー化を求めている。 
 また美原区域の「鉄道の駅」がなく不便と感じ

ているのは、今のバスのみの移動手段では不十分

だということが、そのまま反映されているのでは

ないか。美原区に関しては、第 3章で述べること
とする。 
 
3．美原区における交通行動 
(1)美原区民の意識 
第 1章でも触れたが、美原区は一昨年美原町か
ら堺市と合併に堺市美原町となり、昨年堺市美原

区へ昇格した。しかしながら、堺市の中心部と美

原区はかなりの距離があり、鉄道駅もまったくな

い状況である。そこで堺市との合併後南海バスや

近鉄バスが新路線を開通させ、交通機関の改善を

図ってきた。 
表 4は、美原区民に行った「交通行動や買い物
に関するアンケート 3)」の結果をまとめたもので

ある。(それぞれ上位 3項目) 
 

 
 
 
 



(質問 1)交通機関を利用して区外に買い物へ行く
場合、主な移動パターンは何ですか？ 
・南海バス→北野田駅→難波(48.4％) 
・近鉄バス→河内松原駅→天王寺(29.8％) 
・南海バス→北野田駅→堺東(17.5％) 
 
(質問 2)区外へは月にどれくらいの頻度で出かけ
ますか？ 
・週に 1回(44.3％) 
・月に 1～2回(32.9％) 
・週に 2回以上(19.5％) 
 
(質問 3)区外に買い物へ行く際、どれくらいお金
を使いますか？ 
・10000円前後(42.2％) 
・5000円前後(26.8％) 
・20000円前後(10.3％) 
 
(質問 4)バスを利用する際どのような点で不自由
を感じますか？(複数回答可) 
・運行ダイヤが交通状況によって変わる(63.9％) 
・バスの乗り降りが大変だ(56.7％) 
・料金が高い(53.6％) 
 
(質問 5)堺市中心部 4)への鉄道を望むか？ 
・強く望む(74.2％) 
・どちらかといえば望む(16.4％) 
・どちらかといえば望まない･望まない(9.2％) 
 
(質問 6)堺市中心部へどれくらいで行けるのが理
想であるか？ 
・30分(65.9％) 
・15分(19.5%) 
・45分(8.2％) 
 
(質問 7)堺市中心部へはどれくらいの料金が理想
であるか？ 
・300円未満(53.6％) 
・500円未満(32.9％) 
・200円未満(6.1％) 
 
(質問 8)美原区内の施設に満足していますか？ 
・やや不満(38.1％) 
・やや満足(32.9％) 
・不満(21.6％) 

 
 
 

 以上の結果から読み取れることは、美原区は果

たして堺市と合併して、便利な街になったかとい

うことである。堺市民ではあるが、不便なのでほ

とんど堺市内へ買い物へは行かない。半数以上は

堺市中心部へは 30 分以内で移動できるというこ
とを基準としている。これはもっぱら、これ以上

時間がかかると大阪市内へ行くのとさほど時間

は変わらないからであり、わざわざ時間と手間を

かけて堺市の中心部へ買い物など行かないので

ある。また移動する際もバリアフリー化が遅れて

いるバスに乗って移動するのは、高齢者や障がい

を持つ人のとっては酷である。いくらバスの路線

を新設しても、利用しづらければ同じである。 
  
(2)堺市の経済発展 
これは堺市にとっては経済的に大きな損出にな

りかねない。美原区には 13000世帯余りあり、そ
の内の 1人が区外に買い物へ行ったとしても年間
約 30億～40億が市外へ流れてしまうことになっ
てします。これから堺市の交通計画如何では、美

原区民の消費が市外へどんどん流れてしまう。そ

れで果たして堺市の経済が発展していくのであ

ろうか。このままでは堺市が政令指定都市になる

ための数合わせと言われても仕方ない。美原区が

堺市の経済発展の鍵を握っていると言っても過

言ではない。 
 これから高齢社会を迎える我が国において、必

ずしも福祉システムが充実する保障はない。まし

てや今よりもなお、厳しい状況になる恐れが高い。

これは堺市だけの問題ではなく、日本全体の問題

になるが、高齢者や障がいを持つ人がいかに「自

立」し、社会参加していくかが重要な課題になっ

てくると考える。しかしながら、的確な対策を施

さないことには、働きたくても交通手段が制限さ

れたり、遮断されたりしてしまい、最悪このよう

な人たちの最低限度の生活保障をも奪いかねな

いのである。 
 
4．おわりに 
堺市における交通機関を調査してみると、トラ

フィック･デバイドが広がるばかりであることが、

大きな印象として残った。中でも堺市北東部及び、

美原区においては、公共交通の早急な整備が求め

られている。 
特に美原区においては、堺市との合併の際、合

併協議会で旧美原町(現美原区)から鉄道の要望が
あがり、南海高野線の萩原天神から支線を出す案

や、堺市中心部を東西で結ぶ LRT(来年度着工予



定)を中央環状線沿いに美原区まで延伸する案な
どが出されている。しかし、実現には莫大な資金

が必要となっており、現在の堺市の財政では実現

まで至るかは疑問である。また堺市中心部の商業

施設の衰退が目立っているという現状もあり、並

行して解決していかなければならない複合的問

題である。堺市全体においては、今年度中に総合

都市交通計画が見直される予定であり、美原区民

にとってどのような方向性になるか注目してい

きたい。 
また、交通バリアフリー化がいかに堺市の経済

発展のために重要なのか、さらに掘り進めていく

必要があると考えている。今後さらなるアンケー

ト調査、実地調査などを実施し、経済的な側面か

らも注目していきたい。また ADA法など諸外国 
の交通施策との比較もしながら、堺市における交

通施策のあり方を考察していきたい。  
 
最後に今回のアンケート調査にご協力いただい

た美原区民の皆様に対し、この場を借りて心から

御礼申し上げます。 
                                                   
1) JR阪和線は 2003年度、南海高野線、南海本線、泉北高速鉄
道線は 2004年のデータである。 
2) 平成 17年 2月 10日から 2月 26日実施。住民基本台帳から
層化系統抽出方法により抽出、郵送調査法により調査されたもの

である。発送数 10000、有効回答率 46.7％。 
3) 平成 19年 3月～4月実施。調査対象：50代以上の男女。調査
方法：聞き取り調査及び、アンケート用紙での調査(後日回収を
含む)。有効回答数合計 97。 
4) ここでは堺市駅、堺東駅、堺駅のこととする。 
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